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徳山ダム建設費１０１０億円増額問題に対する私たちの見解

１．一方的な「増額」は許されない

これまで、国交省・水公団は、ユーザー（利水者・受益者、結局は住民・納税者）に対

して、「徳山ダムを２５４０億円で作る」と約束してきた。ダム事業における「事業費」

は水価、費用対効果等を検討する上で最も重要な要素である。事業費が増額されるなら、

ユーザーは改めて判断しなければならない。財政における民主主義を保障するために、い

ったん事業を凍結し、時間をかけて新たに広範な住民・納税者の議論に付すべきである。

水公団は「事業再評価をした」「利水者が必要だと言っている」として、増額は当然で

あるかのような姿勢をとる。しかし「２５４０億円」が「３５５０億円」となれば「話が

違う」。「３５５０億円」をベースに事業再評価や新規利水の必要性が検討されたことは、

どのレベルにせよ、まだ一度もないのだ。

２．利水者（岐阜県、愛知県、名古屋市）は費用負担同意をするな

利水者が、費用負担同意をしなければ、徳山ダム事業費の増額変更はできない（＝今年

度で２４６０億円を使い切るため、来年度は、残り９０億円を超える予算は組めない。工

事はストップする）。利水者は、国交省・水公団のスケジュールに迎合して今年度内の費

用負担同意をするようなことがあってはならない。

費用負担同意をしなければ、「撤退新ルール」（水機構法施行令１８条２，３０条２）の

「当該新築又は改築に要する費用の額」はあくまでも２５４０億円のままであり、撤退し

ても追加負担は生じない。需要発生の可能性が全くない水のための（従って確実に不良資

産となる）水源開発施設建設事業から、今こそ、撤退するべきである。

利水者（岐阜県、愛知県、名古屋市）それぞれにおいて、「３５５０億円」を前提とし

た必要性の議論はこれまで全く存在せず、実務担当者レベルでの作業さえもなされていな

い。これまでの選挙で「徳山ダム推進」の立場に立つ首長や議員に投票した有権者さえも、

「３５５０億円」（によって生じる負担）を承知した上で投票したわけではない。「撤退」

を視野に入れた各県民・市民の広範な議論を起こし、県民・市民の真の合意が形成される

まで、利水者は費用負担同意をしてはならない。

どの利水者も厳しい一般財政、企業会計であるが、特に岐阜県は尋常ではない。

岐阜県の工業用水道会計は成立する前に破産している（岩屋ダムの建設費負担金

は全部一般会計から直接水公団に支出されており、現在ある工業用水道会計から一

般会計に返済することは不可能である）、新たな水利権どころの話ではないのであ

る。もし徳山ダムからの水道水の水利権を持つとすれば、これまた大変な不良資産

となるのは明らかである。

３．揖斐川流域住民の真の安全のための議論を

徳山ダムの利水に具体的な需要は全く存在せず、発電も 2014 年までは行われない（さ
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らに延期される可能性も大きい）。徳山ダム必要論の立場の人も含めて、事業費増額につ

いてきちんとした検討作業を行い、広範な議論に付す間、いったん工事を凍結することに

支障はないはずである。

しかし、国交省は「治水のための徳山ダム」を前面に掲げて 2007 年完成を急ぐという。

国交省の揖斐川治水計画には全体としても非科学的虚構が多いが、それでも「徳山ダムが

完成しさえすれば揖斐川流域の洪水はなくなる」などとは国交省自身も口にしていない（言

えない）。まして昨年７月に大被害を被った揖斐川流域・大谷川右岸洗堰の浸水被害（こ

れまで４０年間に１４回の浸水被害）は、揖斐川本流最上流部の徳山ダムでは解決しない。

しかし、国交省・水公団は、あたかも徳山ダムが完成しさえすれば荒崎地区の浸水被害が

なくなるような「誤解」を積極的にふりまいて、揖斐川住民全体を騙し、徳山ダム建設推

進の世論形成を行おうとしている。「徳山ダム」という蜃気楼で、被災者を騙し、被災者

からの追及をかわし、責任問題から逃げようとしている。国交省中部地整及び水公団中部

支社に強く抗議する。

４．「環境保全対策」を口実にした事業費増額は許せない

水公団は「環境保全対策費用」が嵩むことが、事業費膨張の大きな理由の一つだとして

いる。徳山ダム建設工事、及び徳山の地を湖底に沈めることが根本的な自然破壊なのであ

る。そして水公団が宣伝するあれこれの「環境保全対策」なるものは、環境保全に本当に

寄与するのかどうかの科学的検証もない。

① 水公団が情報公開請求に応じて出してきた 2002 年度の「環境対策費用」だけでも疑

問が多い。

ア．「環境保全対策検討業務」（つまり会議）に５４００万円を使っている。これを受託

した「財団法人 ダム水源地環境整備センター」とは何者なのか？

イ．「ワシタカ調査」（「調査」であって保全対策ではない）に８４００万円。請負者は

「国土環境株式会社」である。どういう会社なのか？

８４００万円のうち、上期（４月～１２月）のワシタカ調査の費用は４４００万円。こ

のとき行われた現地調査は「３５５人・日」。ある程度の専門知識を要する調査とはいえ、

日当が平均１０万円ということでもないだろう。何に使われたのか？

② 「ありのまま残そう大作戦」と名付けて、「山林公有地化」をするという。これは、

旧徳山村民の所有する残存山林について、「付け替え道路を作らず、付け替え道路整備費

用で、近づけなくなる残存山林を県有地とする」というものである。

この事業は強制収用はできない。全地権者の同意が得られなければ、「付け替え道路を

作らない」で湛水することは法的に許されない。ずっと以前から残存山林問題について意

見や要望を出し続けて来られた人々をも無視しての、一方的なやり方に、地権者たる旧徳

山村民は怒っている。とても協力・理解を得られるような状況にない。にも関わらず、あ

たかも既定方針であるかのように言う姿勢は断じて許せない。まして「環境保全対策」の

重要な柱であるかのうように喧伝するのは、噴飯ものである。

５．「想定外」費用支出のツケを回すな
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徳山村民の集団移転地として水公団が造成した文殊団地は、激しい地盤沈下を起こし、

移転住民は再移転を余儀なくされた。水公団はこの移転補償が「想定外」だとしている。

文殊団地はもともと軟弱地盤で知られている場所であり、造成当時から旧徳山村民は懸念

を示していた。地盤沈下が起こったのは決して「想定外」ではない。懸念に対して根拠無

く「大丈夫」として強行した当の水公団が、今は巨大ダムを建設するのである。どんな「想

定外」が生じることか。そして、国交省は・水公団は、誘発地震の可能性についての指摘

を無視し続けている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

徳山ダム建設工事はいったん凍結し、改めて広範な人々の真摯な議論に付すべきである。

木曽川フルプラン改定作業は、この７月４日に開始したばかりである。そして木曽川水

系には新河川法に基づく「河川整備基本方針」も「河川整備計画」も存在しない。

徳山ダム建設の是非は、フルプラン（利水）改定作業、「河川整備計画」（治水・環境）

策定作業双方ともに、市民及び市民の立場に立つ専門家を加えた開かれた場を設け、数年

をかけて議論するべきである。その結論が出るまでは、工事は凍結しなければならない。

約束の２５４０億円を超えて建設費を投入してはならない。そして大型猛禽類保護におい

ても、工事を止めて数年かけて調査しなければ、「保全対策」の立案すらできないのだか

ら。

利水者は今年度中の費用負担同意をしてはならない。今こそ徳山ダム事業から撤退せよ。

２００３年８月９日

徳山ダム建設中止を求める会（代表：上田武夫）
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